
○宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センターにおける利用経費等の取扱いについて 

 

平成 28年 10月１日 

制         定 

                          

改正 平成 29 年２月９日 平成 29年７月 13日 

   令和元年８月 28 日 令和２年３月 30 日 

   令和４年 11 月７日 令和５年２月 21日 

令和７年２月 10日 令和８年１月 14日 

 

（趣旨） 

第１ この取扱いは、宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター利用規程第 10条に基

づき、農学部附属次世代農学教育研究センター（以下「センター」という。）の利用等に

おける経費負担の取扱いに関し、必要な事項を定める。 

 

（料金） 

第２ センターの利用等における料金（以下「利用料」という。）は、別表１～５のとおり

とする。 

２「センター長が適当と認めた者」は次に掲げる宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究セ

ンター規程第２条に関わる者とし、利用料を徴収しない。 

(1)  実習・講義・卒論等の学生の教育に関わる利用者。 

(2)  センターが実施する事業に関わる利用者。 

(3)  本学教職員・学生が実施する研究活動に関わる利用者。ただし、外部資金において実

施する研究活動は除く。 

３ 前項にかかわらず、別表５に係る利用は利用料を徴収する。 

 

（誓約書） 

第３ 利用料が発生する場合は、誓約書（別紙様式）を提出し、同書の確認事項を遵守する

ものとする。 

 

（その他） 

第４ 利用経費等の負担において問題が生じた場合は、宮崎大学農学部附属次世代農学教育

研究センター先端フィールド実践部門会議において決定するものとする。 

 

附則 

この取扱いは、平成 28年 10月１日から施行する。 

 

附則 

この取扱いは、平成 29年２月９日から施行する。 

 

附則 

この取扱いは、平成 29年７月 13日から施行する。 

 

附則 

この取扱いは、令和元年 10月１日から施行する。 

 

附則 

この取扱いは、令和２年４月１日から施行する。 

 



附則 

この取扱いは、令和４年 11月７日から施行する。 

 

附則 

この取扱いは、令和５年２月 21日から施行する。 

 

附則 

この取扱いは、令和７年４月１日から施行する。 

 

附則 

この取扱いは、令和８年２月１日から施行する。 

 

 



別表１ 貸出農業機械等関連                   ※消費税込み 

 
機 械 名 料金 

 

    

動

力

機

械 

トラクター ３，６３０円／時間 

ホイルローダー ４，４００円／時間 

小型ホイルローダー ３，９６０円／時間 

トラック ３，３００円／時間 

 

 

 

 

 

 

作

業

機 

ロータリー ４，４００円／時間 

ブロードキャスタ ４，４００円／時間 

マニアスプレッダー ４，７３０円／時間 

ブームスプレイヤー 

防護服代 

４，７３０円／時間 

１，０００円／ 回 

ディスクモア ４，４００円／時間 

テッダー ４，４００円／時間 

コンビネーションベーラー 

ラップ代 

５，０６０円／時間 

５００円／ロール 

ダンプ ４，７３０円／時間 

船

舶 
ゾステラ丸（1.3ｔ:定員 10名） １，１００円／時間 

 

 

 

 

水

槽 

0.5ｔ円形ＦＲＰ水槽 

（外部濾過槽、温度制御装置付、閉鎖循環式） 

３３０円／日 

（電気代込） 

１ｔ角形ＦＲＰ水槽 

（外部濾過槽、温度制御装置付、閉鎖循環式） 

６６０円／日 

（電気代込） 

３ｔ円形ＦＲＰ水槽（海水かけ流し方式） ６６０円／日 

１ｔ角形ＦＲＰ水槽（海水かけ流し方式）   ３３０円／日 

0.5ｔ角形ＦＲＰ水槽（海水かけ流し方式） １６５円／日 

   ※オペレーター込の金額 

※作業機についてはトラクター料金も別途請求 

※水槽は、１基あたりの料金 

 



別表２ 技術指導等関連                            ※消費税込み 

依頼内容 料金 

技術指導料 ６，９３０円／時間 

見学料（中学生以上で衛生管理区域に入るときのみ） ５５０円／人 

 

別表３ ＪＧＡＰ研修受講料等関連                       ※消費税込み 

研修名 

受講料 キャンセル料（※） 

学外者 
本学の教職員 

及び学生 
学外者 

本学の教職員 

及び学生 

ＪＧＡＰ指導員基礎研修 

４９，５００円 

（指導員登録の

ある方 

４１，２５０円） 

２６，４００円 

（指導員登録の

ある方 

１８，１５０円） 

１０，０００円 ２，２００円 

ＪＧＡＰ団体認証研修 ４８，４００円 １４，６５０円 １０，０００円 ９００円 

ＡＳＩＡＧＡＰ差分研修 ３１，３５０円 １５，７５０円 １０，０００円 ９００円 

現地研修 ４０，７００円 １４，２５０円 １０，０００円 ５００円 

新旧基準差分研修 ３０，２５０円 １４，６５０円 １０，０００円 ９００円 

（※）キャンセル料は、研修開催４日前以降のキャンセルの場合に発生する。 

 ただし、研修開始後のキャンセルは、受講料全額を徴収する。 

 

別表４ 技術支援に係る技術料及び車両・機械稼働等関連           ※消費税込み 

技術支援に係る技術料 一人当たり ５，２００円／時間 

車両・機械名 機 種 規 格 料金 
所有 

フィールド 

トラック 日野ダンプ 5,1t積載 ２０，０００円／ 日 

  ３，５００円／時間 
田野 

軽トラック スズキキャリー４WD 350kg 積

載 

５，０００円／ 日 

     ９００円／時間 
〃 

ショベル 0.45m3 CAT 312D  

グラップル 

12t クラ

ス 

２５，０００円／ 日 

  ４，２００円／時間 
〃 

ミ ニ シ ョ ベ ル 

0.3m3 

CAT 308CR-07  

ハーベスタ 

8tクラス ４０，０００円／ 日 

  ６，７００円／時間 
〃 

ミ ニ シ ョ ベ ル 

0.3m3 

コマツ 708US-8  

フェラバンチャーザ

ウルスロボ 

8tクラス 
２５，０００円／ 日 

  ４，２００円／時間 
〃 

ミ ニ シ ョ ベ ル 

0.2m3 

日立 50-U  

グラップル 

5tクラス １５，０００円／ 日 

  ２，５００円／時間 
〃 

フォワーダ イワフジ U3-B 3t 積載 １８，０００円／ 日 

  ３，０００円／時間 
〃 



チェンソー ハスクバーナ 550XP、

スチール MS-261C-M、   

MS-362C-M 

50cc ～

60ccクラ

ス 

３，５００円／ 日 

     ６００円／時間 
〃 

チェンソー 新ダイワ E3080SR 40ccクラ

ス 

２，５００円／ 日 

     ５００円／時間 
〃 

刈払機 新ダイワ 260 26ccクラ

ス 

１，５００円／ 日 

     ２５０円／時間 
〃 

ブロアー 新ダイワ 3083 90ccクラ

ス 

４，０００円／ 日 

     ７００円／時間 
〃 

ブロアー スチール 

ハンディタイプ 

25ccクラ

ス 

３，０００円／ 日 

     ５００円／時間 
〃 

※オペレーターは含まない。 

※燃料費は時価単価算出にて別途請求。 

 

別表５ 第２条第３項関連 

車両・機械名 機 種 規 格 料金 
所有 

フィールド 

ハウス 軟質フィルムハウス

(2a) 

 ２０，０００円／ 月 

（ボイラーに係る燃料代

別途請求） 

木花 

トラクター（ロータ

リー） 

クボタＳＬ３２０  32 馬力    ４，４００円／時間 

（燃料代別途請求） 
〃 

ホイルローダー ヤンマーＶ４－５ 0.5 ㎥ ４，４００円／時間 

（燃料代別途請求） 
〃 



 

別紙様式 

 

 

誓 約 書 

 

                                                          年  月  日 

 

  宮崎大学農学部附属次世代農学教育研究センター長 殿 

 

                              所属機関(会社)住所 〒  － 

 

               所属機関(会社)名 

               使用者氏名                                     ㊞ 

                              所属部署 

               電話番号      （   ）  

 

 

 センターの利用に際し、下記の確認事項に同意します。 

 

 

記 

 

 

１ センターの農業機械等の貸出、技術指導・文書情報提供及び技術支援については、申込時に

使用者が本学担当者と十分に相談し、所定の手続きにより利用申請を行う。 

２ 経費の負担は、別表の料金表のとおりとし、本学担当者が示す方法により、納付しなければ

ならない。 

３ 農業機械等が故障などで使用できなくなった場合には、作業を延期することがあるが、これ

に関わる損害を利用者は請求できない。 

４ 技術指導による結果については、宮崎大学が保証するものではない。 
５ 提供された文書については複写厳禁とする。 

 


